
中小企業信用保険法に規定する中小企業者

８，０００万円

運転資金 ７年以内
（既存保証の借換は１５年以内）

設備資金 １５年以内

１年以内

必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。


